
ふるさと橋本応援寄附金返礼品協力事業者募集要領 

 

１．目的 

ふるさと橋本応援寄附金（橋本市ふるさと納税）による知名度向上と地場産業

の活性化に寄与することを目的に、寄附者に贈呈するお礼の品（以下、「返礼品」

という。）として本市の魅力を「体感できる」「懐かしんでいただける」もので、

地元のＰＲや地域産業の振興に繋がる商品等を提供する事業者（以下、「協力事業

者」という。）を募集します。 

 

 

２．協力事業者の要件 

協力事業者は、下記の要件すべてを満たすこと。 

（１）各種法規則、条例に沿った生産、製造、加工、販売等を行っていること。 

（２）橋本市内に事業所を設置する法人、団体及び個人であること。 

 ※ただし、市外事業者であっても、市内で生産された原材料を使用した商 

品、または、市内で製造・加工された商品を本市返礼品として取り扱う 

場合は当要件を満たすものとする。 

（３）市税の滞納がないこと。（課税対象外の事業者は除く） 

（４）個人情報保護法及び関係法令等を遵守し、個人情報を適切に取り扱うこと 

ができる事業者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号） 

及び橋本市暴力団排除条例に掲げる暴力団の構成員等でないこと。 

※ただし、上記の要件を満たしていても、本市が協力事業者として適当でない 

と認めた場合は、参加できません。 

 

３．募集する返礼品の認定基準 

返礼品は、下記の要件をすべて満たすもの。 

（１）市内で生産、製造、加工、収穫（原材料を含む）のいずれかが行われてい 

ること、または市内で提供されるサービス。 

（２）品質及び数量の面において、安定供給が見込めること。ただし、季節商品 

   や数量限定となるものは、市との協議により決定します。 

（３）飲食物の場合は、原則として寄附者に到着から 3 日間以上の消費期限が保 

障されるものであること。ただし、消費期限が 2 日以内の商品は、事前に 

寄附者と受取確認の連絡が取れる場合はこの限りではない。 

（４）商品は単品、詰め合わせどちらでも可とする。また、季節限定の商品や施 

   設でのサービスも可とする。 

（５）商品情報の開示が可能であること。 

（６）上記のほか、市長が認めた場合はこの限りではない。 

※ただし、上記の要件に適合しても、本市が返礼品として適当でないと認め 

た場合は、返礼品として登録できません。 



４．返礼品の出品数 

出品数が多数となった場合には、出品数を調整させていただきます。 

 

５．メリット 

（１）橋本市ふるさと納税ウェブサイトに返礼品の画像や事業者名等が掲載され

ます。 

（２）返礼品発送時に限り、自社商品等のパンフレットを同梱することができ、

自社商品の販売促進やＰＲが可能です。 

 

６．募集期間 

随時、受付を行います。 

 

７．申込方法 

下記の書類に必要事項を記入し、申込先まで提出ください。 

（１）ふるさと橋本応援寄附金返礼品協力事業者申込書（様式１） 

（２）誓約書（様式２） 

（３）返礼品内訳説明書（様式３） 

（４）商品の画像データ 

（５）市税完納証明書（課税対象外の事業者は除く） 

（６）事業所を所管する保健所が発行する営業許可証等 

（７）その他、市長が必要と認めるもの 

 

８．個人情報の保護 

協力事業者は、この事業による業務を遂行するため、個人情報の取扱いについ 

ては橋本市個人情報保護条例及び関係法令を遵守してください。 

※寄附者の個人情報は、返礼品の送付以外の目的に使用することができません（本

事業で知り得た寄附者の個人情報により、ダイレクトメール等を発送すること

はできませんので、ご注意ください）。ただし、返礼品へのパンフレット同封に

より、あらためて寄附者から提供事業者への商品申込等で入手された個人情報

はこの限りではありません。 

 

９．その他 

（１）協力事業者としての契約を解除する時は、申込先に申し出てください。また、 

中間事業者等と締結した契約については、契約の相手方へ申し出てくださ 

い。 

（２）お礼の品の品質等に関して、寄附者から苦情等があった場合は、真摯に対応 

し解決に努め、内容について橋本市へ必ず報告ください。 

 

１０．申込先・問い合わせ 

橋本市 経済推進部 産業振興課 

〒648‐8585 和歌山県橋本市東家一丁目 1 番 1 号 



TEL   ：0736‐33‐1247（直通） 

FAX   ：0736‐33‐1665（代表） 

電子メール：furusato＠city.hashimoto.lg.jp 

 


